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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月16日(2014.9.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アップロードされたデータと連関する一つ以上のネットワークサービスを定める段階と
、
　前記アップロードされたデータを前記一つ以上のネットワークサービスと連結する段階
と、を含むことを特徴とするデータ管理方法。
【請求項２】
　前記アップロードされたデータを前記一つ以上のネットワークサービスと連結する段階
は、前記アップロードされたデータを、既定の条件によって前記一つ以上のネットワーク
サービスで少なくとも一つのユーザアカウントと連結する段階を含むことを特徴とする請
求項１に記載のデータ管理方法。
【請求項３】
　前記既定の条件は、前記データをアップロードしたユーザと、前記少なくとも一つのユ
ーザアカウントのユーザとの関係であることを特徴とする請求項２に記載のデータ管理方
法。
【請求項４】
　前記関係は、前記一つ以上のネットワークサービスで家族、友達及びフォロワー関係の
うち少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項３に記載のデータ管理方法。
【請求項５】
　前記既定の条件は、統計やログによって設定された関係であることを特徴とする請求項
３に記載のデータ管理方法。
【請求項６】
　前記既定の条件は、前記一つ以上のネットワークサービスから受信された情報に基づい
て設定された関係であることを特徴とする請求項３に記載のデータ管理方法。
【請求項７】
　前記連結された少なくとも一つのユーザアカウントのユーザにデータアップロードお知
らせメッセージを送信する段階をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載のデータ管
理方法。
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【請求項８】
　前記アップロードされたデータを前記一つ以上のネットワークサービス特性に合わせて
変換する段階と、
　前記変換されたデータを前記連結された一つ以上のネットワークサービスのユーザに提
供する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のデータ管理方法。
【請求項９】
　連結されたネットワークサービスからアップロードされたデータを要請される段階をさ
らに含むことを特徴とする請求項８に記載のデータ管理方法。
【請求項１０】
　前記アップロードされたデータを前記一つ以上のネットワークサービス特性に合わせて
変換する段階は、
　前記アップロードされたデータをソース別に分離する段階と、
　前記一つ以上のネットワークサービスのコンテンツ構成政策を受信する段階と、
　前記コンテンツ構成政策に基づいて前記ソースを再加工する段階と、を含むことを特徴
とする請求項８に記載のデータ管理方法。
【請求項１１】
　前記アップロードされたデータを前記一つ以上のネットワークサービスと連結する段階
は、
　前記アップロードされたデータを分類する段階と、
　前記分類されたデータと連関する前記一つ以上のネットワークサービスで少なくとも一
つのユーザアカウントと連結する段階と、を含むことを特徴とする請求項１に記載のデー
タ管理方法。
【請求項１２】
　前記アップロードされたデータを分類する段階は、前記アップロードされたデータに含
まれたメタデータを抽出する段階と、
　前記抽出されたメタデータに基づいて前記アップロードされたデータを分類する段階と
、を含むことを特徴とする請求項１１に記載のデータ管理方法。
【請求項１３】
　前記ネットワークサービスは、ソーシャルネットワークサービス（Ｓｏｃｉａｌ Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ Ｓｅｒｖｉｃｅ；ＳＮＳ）であることを特徴とする請求項１に記載のデータ
管理方法。
【請求項１４】
　アップロードされたデータを保存するデータベースと、
　前記アップロードされたデータと連関する一つ以上のネットワークサービスを定め、前
記アップロードされたデータを前記一つ以上のネットワークサービスと連結する制御部と
、を備えることを特徴とするデータ管理装置。
【請求項１５】
　データ管理方法を具現するためのプログラムを記録したコンピュータで読み取り可能な
記録媒体において、
　アップロードされたデータと連関する一つ以上のネットワークサービスを定める段階と
、
　前記アップロードされたデータを前記一つ以上のネットワークサービスと連結する段階
と、を含むことを特徴とするデータ管理方法を具現するためのプログラムを記録したコン
ピュータで読み取り可能な記録媒体。
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